
平成２１年度 九州総合通信局 重点施策
ユビキタス九州をめざして～広げる地デジ、活かすブロードバンド

九州総合通信局では、「ＩＴ新改革戦略」や「ｕ－Ｊａｐａｎ政策」を踏まえ、次の４項目を重点に施策を
推進してまいります。

ユビキタス九州をめざして～広げる地デジ、活かすブロードバンド
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ブロードバンドや携帯電話のエリアは着実に拡がりつつありますが、未だ中山間地、離島等の条件不利地域等に
散在するデジタル・ディバイド（情報通信格差）の是正が喫緊の課題となっています。

ブロードバンド・ゼロ地域の解消と携帯電話不感地帯の解消をめざし、地方自治体、電気通信事業者など関係者
と連携し、その整備を促進します。

（１）ブロードバンド・ゼロ地域の解消 （２）携帯電話不感地帯の解消

２０１１年７月２４日のアナログ放送終了・地上デジタル放送への完全移行まで、２年４ヶ月。デジタル放送の
送り手側となる中継局の整備は着実に進んでいますが、受け手である受信者側の対応を早急に進める必要があり、
「デジタル放送推進のための行動計画（地上デジタル推進全国会議）」に沿った活動を推進します。

テレビ受信者の理解醸成と受信機普及のための周知・広報に努めるとともに、地域に密着した受信相談をきめ細
かに実施します。また、市町村、放送事業者、関係団体等と連携し、共聴施設の早期改修を促進します。

（１）受信相談・受信者支援体制の強化と周知・広報の徹底 （２）共聴施設のデジタル化の促進
（３）放送エリアの拡大と難視聴対策の推進 （４）ケーブルテレビの普及によるデジタル化の促進

地域情報化の推進などＩＣＴ（情報通信技術）の利活用や安心・安全のための無線通信システムなど地域の実情
に応じた電波利用を促進するとともに、産学官連携や研究開発力の強化を強め、魅力的な地域づくり、地域活力の
向上を図ります。

（１）元気な地域をつくるＩＣＴ利活用、高度化の促進
（２）研究開発等によるＩＣＴポテンシャルの向上

携帯電話、インターネット等を誰もが安心・安全に利用できるよう啓発等を実施するとともに、重要無線通信妨
害の迅速な排除など電波利用環境の向上に努め、安心・安全なユビキタスネット社会の実現に資することとします。

（１）誰もが安心して使えるＩＣＴ利用環境の整備
（２）電波の混信・妨害対策や電磁環境の保護

【お問合せ先】総括調整官 TEL096-326-7880

2011年地上デジタル放送への完全移行に向けた取組の一層の強化１

誰もがＩＣＴを利用できるための基盤整備２

ＩＣＴ安心・安全対策の推進

ＩＣＴ利活用の促進等による地域活力の向上

４

３



九州総合通信局は、福岡県直方市から無線局免許申請のあった地域コミュニティ用無線局（基地局３局、陸上移動局１局）に対して、
３月２３日付けで免許を付与しました（システムの概要は図のとおり）。

地域コミュニティ用無線局については、昨年７月に九州地方の周波数利用計画を改正し、九州オリジナルの無線局の設置を可能とした

ところであり、今般、直方市がこの改正を受け、全国で初めて導入したものです。

直方市は、このシステムの導入により、各区長等から地域住民へお知らせなどを行う場合の利便性が図れるとともに、非常災害時等に
は、ＭＣＡ無線と接続して、市役所から住民宅へ緊急情報や防災情報等を一斉に伝達できるようになるなど、地域住民の安心・安全の確
保に役立つものと期待しています。

同月２７日、直方市役所において、当局や県など関係

者約２０名が出席して開局式が行われました。開局式で

は、本システムの概要説明が行われた後、向野市長が発

信機で「市長の向野です。ただいまから開局します。」

と開局宣言を行い、運用を開始しました。

地域コミュニティ用無線局については、他の市町村で

も導入が検討されているほか、多くの自治体から興味を

示されており、今後、九州各地に普及していくものと期

待されています。

九州総合通信局では、ビル陰によるテレビ受信障害対策共同受信施設やマンション等の集合住宅共同受信施設の地デジ
化対応を加速するため、施設を保有・運営されている方を対象に地デジへの対応に係る説明会・個別相談会を下記のとお
り管内８地域で開催しました。

説明会では、延べ４６２名の参加があり、共同受信・施設の改修方法、国の支援制度等について説明を行いました。
また、個別相談会では、延べ８９件の相談を受け、その内訳は施設改修方法が４割、改修費用負担２割、国の支援制度

２割、その他２割でした。相談者は施設所有者、管理会社、受信者等さまざまでしたが、いずれも地デジ改修に向け熱心
な相談を受けました。

ビル陰共聴施設等の地デジ改修はまだまだ進んでいませんが、当局では、今後も各種施策を展開し施設の地デジ改修の
促進を目指します。

～2011年７月２４日までに、アナログテレビ放送は終了～

【お問合せ先】放送部 有線放送課 TEL096-326-7876

【お問合せ先】無線通信部 陸上課 TEL096-326-7857

開催場所 開催日 参加者数 相談数

佐賀市 １／２９ ３５ ５

長崎市 １／３０ ３５ ２

北九州市 ２／ ５ ５８ １５

福岡市 ２／１３ １５４ ２２

宮崎市 ２／２５ ５０ ６

鹿児島市 ２／２６ ５１ ５

熊本市 ３／ ６ ３２ １２

大分市 ３／１２ ４７ ２２

計 ４６２ ８９

「共同受信施設の地デジ対応説明会・個別相談会」を開催

【各会場での参加状況等】

開局宣言をする向野直方市長

直方市が導入する「地域コミュニティ用無線システム」の概要

北校区北校区
よし!!
戸締まりOK!!

空き巣被害が発生しています
戸締まりを十分にして下さい!

南校区南校区
※※使用周波数帯、空中線電力：３６０ＭＨｚ帯使用周波数帯、空中線電力：３６０ＭＨｚ帯 １Ｗ１Ｗ

（注）バックアップ用として市役所に基地局１局、（注）バックアップ用として市役所に基地局１局、
陸上移動局を用意陸上移動局を用意

陸上移動局陸上移動局

公民館公民館

システム構成システム構成

・基地局：３局・基地局：３局 （注）（注）
・陸上移動局・陸上移動局::１局（注）１局（注）
・戸別受信機・戸別受信機 ：３０台：３０台

大雨警報発令！

遠賀川の河川情報に注意!

市内の二つの校区（北校区、南校区）に無線システムを導入します。

これにより当該校区では、区長等が公民館に設置した無線機から、地域のお知らせ等を住民宅の戸別受信機に直接伝達することがで
きるようになります。また、台風や豪雨時等の非常災害時には、直方市役所からＭＣＡ無線を経由して２つのシステムを使い防災情報
（遠賀川の水位情報等）を直接住民に伝達することもできます。

本日の一斉清掃
は予定通り
実施します
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説明会の模様（２／１３福岡会場）



九州総合通信局では、不法無線対策として、電波監

視、不法無線設備の販売等の防止や周知啓発活動とあ

わせて、捜査機関の協力による不法無線局の取締りを

行い、電波利用環境の秩序の維持に努めています。

この度、平成２０年３月から平成２１年２月までに、

不法無線局の取締りに大きな功績があった２０捜査機

関に対して感謝状を贈呈しました。感謝状を

贈呈した捜査機

関は、表のとお

りです。

九州総合通信

局では、今後も

引き続き、不法

無線局の取締り

を継続していく

こととしており、

不法無線局の根

絶に努めてまい

ります。

・福 岡 県／小倉北警察署
・福 岡 県／小倉南警察署
・福 岡 県／粕屋警察署
・福 岡 県／久留米警察署
・佐 賀 県／鹿島警察署
・長 崎 県／川棚警察署
・長 崎 県／平戸警察署
・熊 本 県／玉名警察署
・大 分 県／宇佐警察署
・大 分 県／大分南警察署
・大 分 県／国東警察署
・大 分 県／竹田警察署
・大 分 県／津久見警察署
・大 分 県／中津警察署
・大 分 県／日出警察署
・宮 崎 県／高千穂警察署
・宮 崎 県／小林警察署
・宮 崎 県／延岡警察署
・鹿 児 島県／霧島警察署
・海上保安庁／志布志海上保安部

【お問合せ先】電波監理部 調査課 TEL096-368-8621

捜査機関へ感謝状を贈呈
～不法無線局の取締り等の貢献に対して～

九州総合通信局

は、２月２３日、

特定非営利活動法

人たるみずまちづ

くり放送（以下

「たるみずコミュ

ニティエフエム」

という。）に対し

て、超短波放送局

（コミュニティ放

送局）の免許を付

与しました。放送局の概要については表のとおりです。

「たるみずコミュニ

ティエフエム」は、

鹿児島県垂水市の一

部を対象として、３

月１日に開局し、放

送を開始しました。

この放送局の開局

により、鹿児島県内

では６局目のコミュ

ニティ放送局となり

ました。

鹿児島県垂水市で
コミュニティ放送局が開局

【お問合せ先】放送部 放送課 TEL096-326-7871

放送局の概要
・会社名等

特定非営利活動法人
たるみずまちづくり放送

・電波の型式、周波数及び空中線電力
Ｆ８Ｅ ７７．７ＭＨｚ ２０Ｗ

・呼出符号及び呼出名称
ＪＯＺＺ０ＢＪ－ＦＭ
たるみずコミュニティエフエム

・放送区域内世帯数
垂水市 ７，０１９世帯
（カバー率 ８５．２％～）

【お問合せ先】放送部 放送課 TEL096-326-7871

【参考】コミュニティ放送局とは、市町村の一部を対象とする小規模の
ＦＭ放送として、平成４年１月に制度化されたもので、地域に密着した
きめ細かい情報の提供や福祉活動への利用、さらに防災情報伝達などに
大きく役立つものとして期待が寄せられています。

熊本､鹿児島､佐賀などで詐欺事件 ～地デジ詐欺にご注意～

平成２１年２月から３月にかけて、熊本、鹿児島及び佐賀地域など、九州管内で

総務省の名を騙った地デジ詐欺事件がたて続けに発生しました。

熊本の事件では、熊本市内に住む高齢者の家に「総務省推進事務局」と書かれた

名刺を持った男が訪問し、「地上デジタル放送を見るためには、変換プラグの取り

付けが必要。このままでは地デジが見られなくなる。」と言って、家に上がり込み

テレビを点検。その後「地上波デジタル放送返還金申込書」と書かれた請求書によ

り８９，６００円を請求しました。高齢者はその場で代金を支払いましたが、翌日、

不審に思い、消費生活センターへ連絡。センターから当局へ通報があり、総務省を

騙った悪質な詐欺事件であることが判明しました。

また、鹿児島地域でも同様の手口で事件が発生しており、さらに、佐賀地域では、

総務省を騙って「地デジ負担金」の請求が文書で送られてくるなど、九州の広域に

わたって詐欺事件が発生しています。

九州総合通信局では、なお一層周知啓発に努めてまいりますが、疑わしい工事の

勧誘を受けた場合や身に覚えのない工事代金の請求を受けた場合には、すぐに支払

わず、総務省地デジコールセンター、九州総合通信局またはお近くの警察署、消費

生活センターへご相談ください。

総務省地デジコールセンター ＴＥＬ：０５７０－０７－０１０１（ナビダイヤル）

０３－４３３４－１１１１

～2011年７月２４日までに、アナログテレビ放送は終了～

放送スタジオの様子

ＵＲＬ http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/press/pdf/090223-1-4.pdf

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/press/pdf/090223-1-4.pdf�


電波の安全性に関する説明会を開催

九州総合通

信局は、２月

１７日、熊本

市において

「電波の安全

性に関する説

明会」を開催

しました。

本説明会は、

電波の安全基

準や最近の研究成果などについて、行政、工学、医学の各

分野の専門家から解説してもらい、電波の性質や安全性に

ついて正しい理解を深めてもらうために開催したものです。

まず、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課の島田課

長補佐が「安心して電波を利用するために」と題して講演。

電波利用の拡大と電波の安全性、さらには電波防護指針の

概要等について説明を行いました。続いて、独立行政法人

通信研究機構の渡邊氏が「電波防護指針の根拠と測り方」

と題して、放送局や基地局などからの電波や携帯電話など

の局所的な電波についての具体的な測定法やそこに至るま

での研究成果などを説明。また、国立保健医療科学院の牛

山氏が「安全で安心な電波環境のためのリスクマネージメ

ント」と題して、電波防護指針値以下の電波では、認めら

れる健康影響は現在のところ存在しないことやリスクコミ

ュニケーションにより、電波のリスクと他のリスクの相対

的大きさを理解することが重要である、との講演を行いま

した。

本説明会には、一般の方や電気通信事業者の方など約１

２０名が参加し、熱心に聴講していました。

【お問合せ先】電波監理部 電波利用環境課 TEL096-368-8683

九州総合通信局は、佐賀県内の

「特定非営利活動法人つくしのさ

と」及び「特定非営利活動法人Ｎ

ＰＯわかば」から申請のあった特

定信書便事業の許可、信書便約款

及び信書便管理規程の認可につい

て、平成２１年３月３日付けで許

可及び認可を行いました。

今回の許可等により、九州管内７県の特定信書便事業者は４８者

となりました。詳細については次のURLを参照願います。

URL:http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/sinsyobin/index.html

総務省 九州総合通信局「Ｐａｌｅｔｔｅ」編集委員会
〒860-8795 熊本市二の丸１番４号 TEL 096-326-7810 FAX 096-356-3523 URL http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/

特定信書便事業の許可等

【お問合せ先】情報通信部 電気通信事業課 TEL096-326-7821

安心ネットづくり促進協議会は、インターネットの利用環境を整備する

ための民間における様々な取り組みの結節点となり、これまでの活動をよ

り大胆に、そしてより効果的に行っていくための、利用者・産業界・教育

関係者等が集う組織として、右表の

方々が発起人となり、2009年2月

27日に設立されました。

当協議会では、民間企業や各地域

での取り組みを収集・紹介し、イン

ターネットの利用環境整備に関する

アイディアの共有とそれらを発展さ

せる議論の場を提供します。それに

より、総合的なメディアリテラシー

の向上を促進し、ICTを使いこなす

子どもたちとそれを温かく見守る大

人たちの育成を目指します。

また、誰もが安心・安全なネット

環境の実現に貢献できるよう、民間企業等が依拠できる自主憲章等の策定とその普及

を図ります。

安心ネットづくり促進協議会では、これらの諸活動を通じ、民間主導による良好な

インターネット利用環境の構築を目指すものです。

【組織図】
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【発起人】 （五十音順・敬称略）

石原 邦夫 （東京海上日動火災保険株式会社 取締役会長）

井上 雅博 （ヤフー株式会社 代表取締役社長）

小野寺 正 （KDDI株式会社 代表取締役社長兼会長）

笠原 健治 （株式会社ミクシィ 代表取締役社長）

金子 郁容 （慶應義塾大学教授）

清原 慶子 （東京都三鷹市市長）

鈴木 幸一 （株式会社インターネットイニシアティブ 代表取締役社長）

曽我 邦彦 （社団法人日本ＰＴＡ全国協議会 会長）

孫 正義 （ソフトバンクモバイル株式会社 代表取締役社長兼CEO）

髙橋 正夫 （社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会 会長）

南場 智子 （株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役社長）

樋口 泰行 （マイクロソフト株式会社 代表執行役社長）

福島 保 （株式会社ベネッセコーポレーション 代表取締役社長兼

COO）

堀部 政男 （一橋大学名誉教授）

間塚 道義 （富士通株式会社 代表取締役会長）

三木谷 浩史 （楽天株式会社 代表取締役会長兼社長）

村井 純 （慶應義塾大学教授）

山田 隆持 （株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 代表取締役社長）

山元 峯生 （全日本空輸株式会社 代表取締役社長）

（世話人）
中村 伊知哉 （慶應義塾大学教授）

安心ネットづくり促進協議会の設立

【お問合せ先】信書便監理官 TEL096-326-7847

事業者の方々と（左から三番目 武井局長）

外国製無線機（ＦＲＳ／ＧＭＲＳ）が、海外から持ち込まれたり、

インターネットショッピングなどでも流通していますが、これらの

無線機を日本国内で使用した場合、電波法違反となり処罰されるこ

とがありますので十分ご注意ください。

FRSとは 【Family Radio Service】

米国FCC（連邦通信委員会）規則の技術基準に適合した無線機（出

力0.5W 14CH）で、米国内での使用は認められているが、日本国

内では使用できないもの。

GMRSとは 【General Mobile Radio Service】

FRSと同様の無線機（出力5Wまたは50W FRSの14CHを含む

30CH）で、米国内

で免許を受けて使用

することは認められ

ているが、日本国内

では免許が受けられ

ないもの。

【お問合せ先】電波監理部 調査課 TEL096-368-8621

注意！外国製無線機の国内使用

【事務局】URL:http://www.fmmc.or.jp/anshin-net/

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/sinsyobin/index.html�
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